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三豊市農業委員会３月定例総会議事録 

 
 
 
 令和６年３月２１日午後１時３０分より、三豊市農業委員会３月定例総会を三豊市危機管理

センター ３０１・３０２会議室において開催した。 
  
 
１． 出席者、欠席者の状況 

 
出席者   ２９名(農業委員２２名、農地利用最適化推進委員７名)  
 

 
【農業委員】                            （出席○・欠席－） 

１番 堀江 博 〇 ２番 岡根 譲 ○  ３番 石井 徳和 ○ 
４番 笠原 孝弘 〇 ５番 奈尾 正敏 ○  ６番 近藤 和雄 〇 

 ７番 香川 政雄 ○  ８番 秋山 正伸 ○  ９番 大橋 正幸 ○ 
１０番 糸川 正 － １１番 三宅 幸一 ○ １２番 前谷 晃年 － 
１３番 丸岡 祐二 ○ １４番 安藤 弘 ○ １５番 長堀 和行 ○ 
１６番 藤川 剛 〇 １７番 菅 充司 ○ １８番 石  剛 ○ 
１９番 組橋 進 ○ ２０番 河田 進 〇 ２１番 岡崎 和朗 ○ 
２２番 宮﨑 和代 ○ ２３番 吉田 由紀 〇 ２４番 山岡 正士 ○ 

 
【農地利用最適化推進委員】 

１３番 政本 正一 ○ １７番 湯口 貞明 〇 ２６番 川崎 光陽 〇 

３４番 渋谷 義明 ○ ３９番 矢野 篤 〇 ５３番 増田 幸司 〇 

６２番 谷川 順哉 〇  

 
２．署名委員 
 

７番  香川 政雄 

１９番  組橋 進 

 
３． 傍聴人 
 
      な   し 
 
４．事務局の出席者 
    
     事 務 局 長    片桐 伸尚 

事務局次長    大井 要平 
主   任    菅原 雅慶 
主   任    糸川 剛史 
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５．書 記 
 
 

副 主 任    安藤 かほる 
 
 
６．議 題 

 
議案第  １号  使用貸借にかかる農地返還通知の件について(報告) 
議案第 ２号  農地法第１８条第６項の規定による通知の件について(報告) 
議案第 ３号  農地法第３条第１項の規定による許可申請の件について 
議案第 ４号 農地法第４条第１項の規定による許可申請の件について 
議案第 ５号  農地法第５条第１項の規定による許可申請の件について 
議案第 ６号  農地法第５条第１項の規定による事業計画変更申請の件について 
議案第 ７号 非農地通知の件について 
議案第 ８号 農用地利用集積計画の件について 
議案第 ９号 農地利用最適化推進委員の委嘱について 
その他の件について 
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７．開会   【 午後 １時３０分 】 
 
事 務 局 長     それでは、ただ今より開会いたします。三豊市農業委員会３月定例総

会の開会にあたりまして、堀江会長よりご挨拶を申し上げます。 
 
会  長     皆様、こんにちは。このところ雨が続いており、また寒さが戻ってき

ました。非常に体調を崩しやすい日々ではありますが、本日はお忙しい

中、３月定例総会にお集まりいただきありがとうございます。私たちの

任期も３分の２が過ぎようとしておりますが、残りの１年で、１０年後

の農地の貸借を地図に示した地域計画を策定しなくてはいけません。大

変な作業になりますが、本日も事務局等から説明がありますので、それ

ぞれの地域で話し合いを進めていただければと思います。また、本日の

議題はやや多くなっておりますが、４月から農振除外の申請が再開する

関係で、今後総会の議題も増えてくるかと思います。本日も、皆様方の

ご協力により議事進行がスムーズに進みますようお願い申し上げまして、

お礼の挨拶に代えさせていただきます。 
 

事務局長     ありがとうございました。本日の会議にあたり、議席番号１０番 糸

川 正 委員、１２番 前谷 晃年 委員からあらかじめ欠席する旨の

連絡をいただいております。ただいまの出席農業委員は２２名で、定足

数に達しており、会議が成立いたしますことをご報告申し上げます。な

お、恐れ入りますが、携帯電話をお持ちの方は、会議中は電源を切るか

マナーモードに設定していただきますようお願いいたします。 
それでは、総会会議規則第６条の規定によりまして、本会議の議長を

堀江会長にお願いいたします。 

 

議  長     ただ今から、三豊市農業委員会３月定例総会を開会いたします。最初に

本総会会議規則に従いまして、私から議事録署名人を指名させていただき

ます。それでは議席番号７番  香川 政雄 委員、議席番号１９番 組橋 

進 委員のご両名にお願いいたします。 

本日の議題につきましては、事前に送付させていただいております議案

書のとおりです。それでは、これより議事に入ります。１ページを開いて

ください。議案第１号「使用貸借にかかる農地返還通知の件について」を

議題といたします。事務局の報告を求めます。 

 

事 務 局     議案第１号「使用貸借にかかる農地返還通知の件について」を報告いた

します。 

 

〔 議案第１号 番号１号から番号７号を朗読 〕 

 

以上７件、当農業委員会に対しまして、使用貸借権の解約が双方合意の

上、成立された旨、通知がありましたのでご報告申し上げます。 

 

議  長     ただ今の議案第１号の報告に対しまして、みなさん方から何かご意見、

ご質問ございませんか。 

 

一  同    〔 なしの声あり 〕 
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議  長     ないようですので、議案第１号「使用貸借にかかる農地返還通知の件に

ついて」の番号１号から番号７号の７件の報告事項は、異議なしと認めま

す。次に進ませていただきます。４ページを開いてください。議案第２号

「農地法第１８条第６項の規定による通知の件について」を議題といたし

ます。事務局の説明を求めます。 
 

事 務 局     議案第２号「農地法第１８条第６項の規定による通知の件について」を

報告いたします。 

 
〔 議案第２号 番号１号を朗読 〕 

 

以上１件、農地法第１８条第６項の規定によりまして、当農業委員会  

に対して、賃貸借権の合意解約がなされた旨、通知がありましたのでご報 

告を申し上げます。 

 

議  長     ただいまの議案第２号の報告に関しての質疑をお受けします。みなさん、

いかがでしょうか。 

 

一  同    〔 なしの声あり 〕 

 

議  長     ないようですので、議案第２号「農地法第１８条第６項の規定による通

知の件について」の１件の報告事項は、異議なしと認めます。次に進ま

せていただきます。５ページを開いてください。議案第３号「農地法第

３条第１項の規定による許可申請の件について」を議題といたします。

事務局の説明を求めます。 

 

事 務 局     議案第３号「農地法第３条第１項の規定による許可申請の件について」

説明をさせていただきます。 

 

〔 議案第３号 番号１号から番号２１号を朗読 〕 
 

以上２１件につきましては、農地の権利移動の不許可条項であります、 
農地法第３条第２項の各号に該当しないと思われますのでご提案申し上 
げます。ご審議の程、よろしくお願い申し上げます。 

 
議  長     事務局の説明が終わりました。続いて担当委員から説明をお願いします。 
 
３  番     番号１号、番号２号については、譲受人が同じ方なので一括して説明さ

せていただきます。番号１号については、申請地が譲受人宅に隣接してお

り、長年にわたり小作料を払いながら管理してきた農地です。番号２号に

ついても、申請地は譲受人の農地に隣接しております。耕作不便のため譲

渡人が処分を考えていたところ、不動産業者の仲介により売買が成立しま

した。譲受人は兼業農家で、番号１号の申請地については現在建っている

パイプハウスをそのまま使用し、番号２号の申請地については野菜を作付

けする予定です。 
         番号３号について説明いたします。譲渡人と譲受人は同じ自治会です。

申請地は譲受人宅に隣接しており、以前から譲ってほしいと話をしており、

今回売買が成立しました。現地を確認したところ農地として利用されてお

り、耕作には問題ありません。譲受人は新規就農で初めて農地を所有する
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ことになり、申請地では野菜を耕作する予定です。 
         番号４号、番号５号、番号６号の３件については、営農型太陽光発電施

設の再申請です。現地を確認したところ、３件とも太陽光パネルの下にシ

キビが栽培されております。 
         以上６件、周辺農地への影響もなく問題ないと思われます。ご審議よろ

しくお願いいたします。 
 

７  番     番号７号について説明します。譲渡人と譲受人は近所に住んでいます。

申請地は譲受人宅の近くにあり、以前から譲受人が申請地を借りて野菜を

栽培しておりました。今回、譲渡人へ申請地を売ってほしいと話をしたと

ころ、譲渡人が高齢ということもあり、売買が成立しました。申請地では

レタスやトウモロコシなどの野菜を耕作する予定です。現地を確認したと

ころレタスが栽培されており、適切に管理されております。周辺農地への

影響もなく問題ありませんので、ご審議よろしくお願いいたします。 
 
８  番     番号８号について説明します。譲渡人は県外在住で、実家とそれに隣接

する申請地を空き家バンクに登録していたところ、新規就農予定の譲受人

と話がまとまりました。譲受人は現在農業の研修中で、今後経営規模を拡

大する予定です。申請地ではキクイモを作付けする予定です。 
番号９号について説明します。譲渡人と譲受人は親族で、申請地を譲受人 
の名義に変更するための申請です。現地を確認したところ、申請地は譲受 
人が管理しておりましたので綺麗な状態です。 

以上２件、近隣農地や水利組合の同意も得ており、問題ありません。 
ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 
１１ 番     番号１０号について説明します。譲渡人と譲受人は親族です。申請地は

譲受人宅の近くにあり、譲渡人に譲ってほしいと話をしたところ、今回

譲渡が成立しました。現地を確認したところ農地として利用されており

問題ないと思います。 

番号１１号について説明します。譲渡人と譲受人は親子です。譲渡人は 

高齢となり農業が難しくなってきたことから、今回譲渡人に一括贈与を行 

うための申請です。譲受人は会社員ですが、今後は農業に従事する予定で 

す。現地を確認したところ、現在は何も作付けされておりませんが、耕作 

には問題ありません。 

以上２件、水利組合の同意も得ており、周辺農地への影響もありませ 

ん。ご審議よろしくお願いいたします。 

 

２  番       番号１２号について説明します。譲渡人は市外在住で、元々譲渡人が

住んでいた家を譲受人が購入したことから、家に隣接する農地も一緒に

譲渡するものです。現地を確認したところ適切に管理されており、今後

は家庭菜園とする予定です。水利組合の同意も得ており、周辺農地への

影響もありません。ご審議よろしくお願いします。 

 

１４ 番       番号１３号について説明します。譲渡人と譲受人は同じ自治会です。

譲受人は新規就農のため今回申請地を購入することになりました。申請

地では、自家用野菜を栽培する予定です。 

番号１４号について説明します。譲受人は市外在住ですが、今まで申請 

地を借りて耕作していたことから、今回譲り受けることになったものです。 

譲受人は兼業農家で、水稲、自家用野菜を栽培しています。現地を確認し 

 

 6

たところ適切に管理されております。 

以上２件、周辺農地への影響もなく問題ありません。ご審議よろしくお 

願いいたします。 

 
１５ 番     番号１５号について説明します。譲渡人は昨年申請地を相続しましたが、

農業をする予定はないため処分を考えておりました。譲受人は農機具の販

売、修理とあわせて農作物の栽培、販売も行っております。経営規模拡大

のため譲受人から申請地を買いたいとの話をしたことから、今回売買が成

立しました。現地を確認したところこれまで水稲が作付けされていたよう

で、耕作に問題はありません。 
         番号１６号について説明します。譲渡人と譲受人は、親の代からの知り

合いです。譲受人は非農家で農地を持っておりませんが、今回新規就農の

ため譲渡人へ農地を買いたいと申し出たところ、売買が成立したものです。

現地を確認したところ申請地には譲渡人が水稲を作付けしており、問題あ

りません。譲受人は今後農機具をリースで借りて野菜を作付けする予定で

す。今後も農地の維持管理が適切に行われる見込みであることから、周辺

農地への影響もありません。 
以上２件、ご審議よろしくお願いします。 

 

１６ 番     番号１７号について説明します。譲渡人と譲受人は親族です。譲渡人は

高齢のため農業が難しくなったことから、譲受人に譲渡の相談を行ったと

ころ、今回話がまとまったものです。譲受人は専業農家で、申請地では野

菜を作付けする予定です。周辺農地への影響もなく、問題ないと思います。

ご審議よろしくお願いいたます。 

 

１７ 番     番号１８号について説明します。譲渡人と譲受人は近所に住んでいます。

譲渡人は体調不良により農地の管理が難しくなっていたところ、譲受人か

ら農地を管理したいと申し出たことから、今回売買が成立しました。申請

地では栗と野菜を作付けする予定です。周辺農地への影響もなく、問題な

いと思います。ご審議よろしくお願いいたします。 

 

１９ 番     番号１９号について説明します。譲渡人は市外在住で、高齢のため農地

の管理が難しいことから、譲受人に買ってほしいと話をしたところ、今回

売買が成立しました。譲受人は、ミカン、オリーブ、水稲を耕作しており、

申請地でもミカンとオリーブを栽培する予定です。周辺農地への影響もな

く、問題ないと思われます。ご審議よろしくお願いいたします。 

 

２０ 番     番号２０号について説明します。譲渡人と譲受人は近所に住んでいます。

譲受人は花卉を栽培する法人ですが、今回経営規模拡大のため新たに農地

を探していたところ、農地の処分を考えていた譲渡人と話がまとまったも

のです。今後は、申請地でも花を栽培する予定です。周辺農地への影響も

なく問題ないと思われます。ご審議よろしくお願いいたします。 

 

１  番     番号２１号について説明します。譲渡人は市外在住で、今後農業をする

予定もないため農地の処分を考えておりました。譲受人は農業をするため

数年前に移住してきた方で、現在もハウスアスパラ、レモンや柿など多角

経営を行っており、経営規模を拡大するため農地を探していたところ、今

回の売買が成立しました。申請地ではレンコンなど野菜を栽培する予定で

す。また申請地の中には赤判定のものも含まれていますが、今後時間をか
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けて管理を行い、果樹等を栽培する予定です。周辺農地への影響もなく、

問題ないと思われます。ご審議よろしくお願いいたします。 

 
議  長      ありがとうございました。担当委員さんからの説明が終わりましたので、

これより質疑にはいります。みなさんご質問ございませんか。 
  
一  同    〔 なしの声あり 〕 

 

議  長      ないようですので、議案第３号「農地法第３条第１項の規定による許可

申請の件について」の番号１号から番号２１号についてお諮りします。ご

異議ございませんか。 

 

一  同    〔 異議なしの声あり 〕 

 

議  長      異議なしと認めます。よって、議案第３号「農地法第３条第１項の規定

による許可申請の件について」の番号１号から番号２１号の２１件は、適

当と認めます。次に進ませていただきます。１１ページをお開きください。

議案第４号「農地法第４条第１項の規定による許可申請の件について」を

議題といたします。番号１号から番号５号の５件について、事務局の説明

を求めます。 

 

事 務 局      議案第４号「農地法第４条第１項の規定による許可申請の件について」

の説明をさせていただきます。 

 

 〔 議案第４号 番号１号から番号５号を朗読 〕 

 

なお農地区分につきましては、番号２は第１種農地に該当します。第１

種農地は原則不許可ですが、この案件は「申請に係る農地を仮設工作物の

設置その他の一時的な利用に供するために行うもの」にあたり、不許可の

例外に該当します。その他はすべて第２種農地です。 

以上５件につきましては、営農条件及び市街地化の状況から判断する立

地基準、転用の確実性及び周辺農地への被害防除措置から判断する一般基

準に適合していると思われますので、ご提案申し上げます。よろしくご審

議の程お願い申し上げます。 

 

議  長     事務局の説明が終わりました。引き続き備考欄に委員説明がある案件に

ついて、担当委員さんから順次説明をお願いします。 
 
１４ 番     番号２号について説明します。こちらにつきましては、営農型太陽光発

電の基礎にかかる一時転用の再申請です。現地を確認したところ適切に管

理されており、下の部分には防草シートが張られ、シキビが栽培されてお

ります。水利組合の同意も得ており、周辺農地への影響もないため、問題

はないと思われます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 
 
２０ 番     番号５号について説明します。こちらにつきましては、申請人は自営業

を営んでおり、駐車場と商品の乾燥場を設置するための申請です。周辺

農地に影響はなく、問題ないと思います。ご審議のほどよろしくお願い

いたします。 
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議  長      ありがとうございました。担当委員さんからの説明が終わりましたので、

これより質疑にはいります。みなさんご質問ございませんか。 
 
一  同    〔 なしの声あり 〕 

 

議  長     ないようですので、議案第４号「農地法第４条第１項の規定による許可

申請の件について」の番号１号から番号５号をお諮りいたします。ご異議

ございませんか。 
 

一  同    〔 異議なしの声あり 〕 

 
議  長     異議なしと認めます。よって、議案第４号「農地法第４条第１項の規定

による許可申請の件について」の番号１号から番号５号の５件は、適当と

認め許可相当をもって県に進達することと決定いたします。１３ページを

お開きください。議案第５号「農地法第５条第１項の規定による許可申請

の件について」を議題といたします。番号１号から番号１０号について、

事務局の説明を求めます。 

 
事 務 局     議案第５号「農地法第５条第１項の規定による許可申請の件について」

番号１号から番号１０号の１０件につきまして、ご説明いたします。 

 

〔 議案第５号 番号１号から番号１０号を朗読 〕  

 
なお農地区分につきましては、農地区分につきましては、番号１号、番

号２号、番号３号は第１種農地に該当します。第１種農地は原則不許可で

すが、この案件は「申請に係る農地を仮設工作物の設置その他の一時的な

利用に供するために行うもの」にあたり、不許可の例外に該当します。そ

の他はすべて第２種農地です。 

以上１０件につきましては、営農条件及び市街地化の状況から判断する

立地基準と、転用の確実性及び周辺農地への被害防除措置から判断する一

般基準に適合していると思われますので、ご提案申し上げます。ご審議の

程お願い申し上げます。 

  
議  長     事務局の説明が終わりました。引き続き備考欄に委員説明がある案件に

ついて、担当委員さんから順次説明をお願いします。 
 
３  番     番号１号から番号３号について説明いたします。先ほど３条でご説明し

た、太陽光発電施設に係る基礎部分の一時転用の再申請です。現地を確認

したところ適切に管理されており、問題ありません。ご審議のほどよろし

くお願いいたします。 
 
１３ 番     番号５号について説明します。申請地は山林化してしまっていましたが、

貸人が昨年購入し、農地として復旧するため木の伐採を行っていました。

また、元々ミカン畑であったため傾斜があり、畑として利用するために重

機で整地をしていたところ、借人が土の処理も含めてその作業を請け負う

と申し出たことで、今回の申請となりました。周辺農地への影響もなく、

問題ありません。ご審議よろしくお願いいたします。 
 
１６ 番     番号８号について説明します。譲受人は小売業を経営しており、出店先



 

 9

を探していたところ、協議により今回の申請となりました。申請地では商

業施設が建設される予定です。現地を確認したところ、現在は何も耕作さ

れていません。水利組合の同意も得ており、周辺農地への影響もなく問題

ないと思われます。ご審議よろしくお願いします。 
 
１９ 番     番号９号について説明します。譲渡人は市外在住で、こちらには長らく

帰っておらず、申請地は荒れている状態でした。譲渡人から申請地を譲り

たいとの申し出があったことから、今回の売買が成立しました。申請地は、

譲受人の事業のための休憩所や駐車場、ジムスタジオとして使用する予定

です。周辺農地への影響もなく問題ないと思われます。ご審議よろしくお

願いします。 
 
２０ 番     番号１０号について説明します。譲渡人と譲受人は近所に住んでいます。

こちらの申請につきましては、併せ利用地にある譲受人の倉庫が不安定な

立地にあるので、コンクリート擁壁とブロックを設置するため譲渡人の農

地の一部を譲ってほしいと相談したところ、無償での譲渡が成立したもの

です。周辺農地への影響もなく、問題ないと思われます。ご審議よろしく

お願いします。 
 
議  長     ありがとうございました。担当委員さんからの説明が終わりましたので、

これより質疑にはいります。みなさんご質問ございませんか。 
 

一  同   〔 なしの声あり 〕 

 

議  長     ないようですので、議案第５号「農地法第５条第１項の規定による許可

申請の件について」の番号１号から番号１０号についてお諮りいたします。

ご異議ございませんか。 
    

一  同    〔 異議なしの声あり 〕 

 

議  長     異議なしと認めます。よって議案第５号「農地法第５条第１項の規定に

よる許可申請の件について」の番号１号から番号１０号の１０件について

は適当と認め許可相当をもって県に進達することと決定いたします。次に

進ませていただきます。１８ページをお開きください。議案第６号「農地

法第５条第１項の規定による事業計画変更申請の件について」事務局の説

明を求めます。 

 

事 務 局     議案第６号「農地法第５条第１項の規定による事業計画変更申請の件に

ついて」番号１号につきまして、ご説明いたします。 

 

〔 議案第６号 番号１号を朗読 〕  

 

議  長     事務局の説明が終わりました。担当委員さんからの説明はありませんの

で、これより質疑にはいります。みなさんご質問ございませんか。 
 
一  同    〔 なしの声あり 〕 

 

議  長     ないようですので、議案第６号「農地法第５条第１項の規定による事業

計画変更申請の件について」番号１号をお諮りいたします。ご異議ござい
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ませんか。 
 

一  同     〔 異議なしの声あり 〕 

 

議  長     異議なしと認めます。よって議案第６号「農地法第５条第１項の規定に

よる事業計画変更申請の件について」番号１号の１件については適当と認

め許可相当をもって県に進達することと決定いたします。次に進ませてい

ただきます。１９ページをお開きください。議案第７号「非農地通知の件

について」事務局の説明を求めます。 

 

事 務 局       議案第７号「非農地通知の件について」を説明いたします。 

 

        〔 議案第７号 番号１号から番号４号を朗読 〕 

 

よろしくご審議の程、お願い申し上げます。 

 

議  長     事務局の説明が終わりましたので、これより担当委員からの説明をお願

いします。 

 

１４ 番     番号１号について説明いたします。現地を確認したところ、竹と雑木が

一面に生え、道も分からなくなるくらいの状態です。農地に復元するこ

とは困難と思われますので、非農地通知が妥当と思われます。ご審議の

ほどよろしくお願いいたします。 

 

１７ 番     番号２号について説明いたします。現地を確認したところ、申請地にま

で行く道が竹に覆われ、それ以上進むことができませんでした。農地に

復元することは困難と思われますので、非農地通知が妥当と考えます。

ご審議よろしくお願いします。 

 

１８ 番     番号３号について説明します。申請地周辺は、かつては除虫菊の栽培が

盛んに行われていましたが、ここ数年は山林原野化しています。申請地

もそういった土地の一部で、農地に戻すことは不可能と思われますので、

非農地と判断するのもやむを得ないと考えます。ご審議よろしくお願い

いたします。 

 

２０ 番     番号４号について説明します。現地を確認したところ、雑木が生え申請

地に入るのも不可能でした。農地として復元することは難しいと思われ

ますので、非農地通知が妥当と思われます。ご審議よろしくお願いいた

します。 

 

議  長     担当委員さんからの説明が終わりました。何かご質問はございませんか。 

 

一  同     〔 なしの声あり 〕 

 

議  長     ないようですので、議案第７号「非農地通知の件について」お諮りをい

たします。ご異議ございませんか。 

  

一  同     〔 異議なしの声あり 〕 
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議  長     異議なしと認めます。よって議案第７号「非農地通知の件について」番

号１号から番号４号の４件につきましては対象地を農地法第２条第１項

に規定する農地に該当しないと判断し、非農地通知等を関係者に送付す

ることとさせていただきます。次に進ませていただきます。２１ページ

をお開きください。議案第８号「農用地利用集積計画の件について」を

議題といたします。事務局の説明を求めます。 

 

事 務 局     議案第８号「農用地利用集積計画の件について」を説明いたします。こ

の農用地利用集積計画につきましては農業経営基盤強化促進法の第１８

条第１項の規定に基づき農業委員会の決定が求められています。２１ペー

ジから５１ページまでの農業者相互の貸借権の設定については件数５８

件、面積１７．１へクタールでございます。また農地中間管理機構を介し

た一括方式による貸借につきましては５２ページから６６ページまでと

なっております。農地の管理者から、香川県農地機構への貸付と、農地機

構から耕作者の転貸を一括して掲載しております。耕作者に転貸する件数

は１９件であり、面積は１０．１ヘクタールとなっています。以上、利用

権の設定計７７件の申し出につきましては農業経営基盤強化促進法第１

８条第３項の要件にあります、すべてにおいて耕作の事業を行うこと、耕

作の事業に必要な作業に常時従事すること、対象農地を効率的に利用する

ことができることと、３つの要件を満たしております。ご審議よろしくお

願いいたします。 

     

議  長     事務局の説明が終わりました。これより質疑に入ります。何かご質問は 

ございませんか。 

 

一  同    〔 なしの声あり 〕 

 

議  長     ないようですので、議案第８号「農用地利用集積計画の件について」お

諮りします。ご異議ございませんか。 

 

一  同    〔 異議なしの声あり 〕 

 

議  長     異議なしと認めます。よって、議案第８号「農用地利用集積計画の件に

ついて」は７７件すべて適当と認め、決定といたします。次に進ませてい

ただきます。６７ページをお開きください。議案第９号「三豊市農地利用

最適化推進委員の委嘱について」議題といたします。事務局の説明を求め

ます。 

 

事 務 局     議案第９号「三豊市農地利用最適化推進委員の委嘱について」説明させ

ていただきます。 

 

〔 議案第９号を朗読 〕 

 

議  長     事務局の説明が終わりました。これより質疑に入ります。いかがでしょ

うか、質問ございませんか。 

 

一  同    〔 なしの声あり 〕 

 

議  長     ないようですので、議案第９号「三豊市農地利用最適化推進委員の委嘱
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について」をお諮りいたします。ご異議ございませんか。 

 

一  同    〔 異議なしの声あり 〕 

 

議  長     議案第９号「三豊市農地利用最適化推進委員の委嘱について」は、同意

することと決定いたします。本日予定していました議案の審議は以上で

す。ありがとうございました。 
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その他の件 

 

１．地域計画の策定における話合いへの参加について  

（香川県西讃農業改良普及センター・三豊市農林水産課） 

 

２．農用地利用集積等促進計画（案）について（意見聴取） 

 

３． 農業経営改善計画の認定について(通知)  

 

４．次期農業委員及び農地利用最適化推進委員の募集について 

 

５．農業委員会の適正な事務実施について             

・令和６年度最適化活動の目標の設定等（案） 

 

６．最適化活動の推進（毎月５がつく日は、農業委員会活動日） 

 

７．その他 

（１）４月定例総会について 

日 時  令和６年４月２２日（月）午後１時３０分 

       場  所   三豊市危機管理センター３階 ３０１・３０２会議室 

 

（２）定例農事相談について 【時間 13：30～16：00】 

相 談 日 開 催 場 所 相 談 委 員 

４月８日（月） 
危機管理センター１階 

打合せコーナー１ 

三野町：岡根 譲 豊中町：安藤 弘 

詫間町：菅 充司 仁尾町：組橋 進 

  

 （３）配布物 

・令和６年度三豊市農業委員会事業計画について 
・令和５年度三豊市農地利用状況調査結果について 
・農地利用最適化推進委員の定例総会出席要請表 
・農事相談分担表 
・農政情報 No.384（令和６年３月号） 

 

 

閉 会 【 午後 ４時１５分 】 
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以上、議事録の正確なることを証するため、下記に署名する。 

 
 
 
 
 
            議  長                   
 
 
 
            署名委員                   
 
 
 
            署名委員                   
 
 


